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子育てサークルの活動支援を行います
　◎子育てサークルが活動する場所の借用料や講師謝礼の補助を行います。
（条件）
(1)未就園児（保育所、幼稚園または認定こども園に通っていない乳幼児）とその保護者むけに
市内において継続的に活動するサークルであること。
(2)サークル活動１回あたりの参加者のうち、３分の２以上が市内在住であること。
(3)サークル活動の主な内容は、子育て支援事業、子育てに関する交流および相談等を実施すること。
(4)(１)～(３)の条件を満たし、なおかつ未就園児およびその保護者４組以上が参加する活動を、年間５　回以上実施すること。
　 （この活動回数に応じて、補助金交付額が決定します。）
（補助対象経費）
(1)子育てに関する学習会等の講師、指導助言者等への謝礼（ただし、外部講師に限る）
(2)会場の使用料
(3)活動にかかる消耗品費（飲食費を除く）
(4)保険料（参加者にかかる保険料）
(5)備品購入費
（補助金額）
補助金の額は、サークルの活動回数に応じて下記金額となります。
	活動回数
	上限額

	５回以上９回以下
	１２，５００円

	１０回以上１４回以下
	２５，０００円

	１５回以上１９回以下
	３７，５００円

	２０回以上
	５０，０００円


ただし、対象経費を上回って補助することはできません。
（申請の期日）
申請は、令和８年６月１日（月）までに申請してください。
申請できるのは、毎年度１回限りです。
（申請に必要な書類）
(1) 交付申請書（別記様式第１号（第３条第１項関係）
(2) 事業計画書（草津市子育てサークル活動支援補助金交付要綱別記様式第１号）

(3) 収支予算書（草津市子育てサークル活動支援補助金交付要綱別記様式第２号）

（補助金が交付された場合）
下記の書類を翌年度の令和９年４月５日（月）までに、提出してください。
(1) 実績報告書（別記様式第３号（第１３条関係）

(2) 事業報告書（草津市子育てサークル活動支援補助金交付要綱別記様式第３号）
(3) 収支決算書（草津市子育てサークル活動支援補助金交付要綱別記様式第４号）

（その他について）
この補助金制度は、「草津市子育てサークル活動支援補助金交付要綱」に基づき交付されます。
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